
地域脱炭素ステップアップ支援事業を通して目指す
県・市町の姿

R6.9.12

資料４



はじめに 2

全国での地域脱炭素の取組の実践をより広げていく観点から、都道府県が主導して、
管下の市町村を巻き 込みながら具体的な事業構想や実施手法等を検討するためのモデル事業

環境省 都道府県 市町村

事例の情報提供
事業の検討支援
有識者の紹介
会議・研修の
準備・開催等

部会の開催
事業検討等



Hyogo Prefecture

気候変動による影響は、自然災害の頻発化だけでなく、激甚化や農林水産物、自然生態系への影響な
ど確実に現れつつあり、こうした状況は、我々人類や全ての生き物にとっての生存基盤を揺るがす「気候危
機」と言うべきである。
安心して暮らせる持続可能な社会を次世代に引き継ぐため、⾧期的な将来像として「2050 年二酸化炭

素排出量実質ゼロ」の社会を目指す。

兵庫県の目指す姿 (兵庫県地球温暖化対策推進計画)

兵庫県の目標
2050年カーボンニュートラル（温室効果ガス排出量実質ゼロ）の実現に向け、地球温暖化対策
推進計画（R4.3改定）において、2013（H25)年度の温室効果ガス削減目標を2013年度比▲48%、
2030年（R12）年度再生可能エネルギー導入目標を100億kWh（再エネ比率30%）とし、取組を進めて
いる。

目指す2050年の将来像
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ステップアップ事業を活用した取り組みの方向性 5
進める脱炭素・巡る資源・育む自然～ひょうご五国でつくる2030プロジェクト～
・市町と県が連携し、地球温暖化対策を推進
・都市部・農村地域など多様な地域特性に適した再エネ導入のための市町と県が連携した事業の構築
・市町単独では難しいスケールメリットを活かした事業の構築
⇒2030年再エネ100億kWｈ⇒2050年温室効果ガス実質ゼロ・安心して暮らせる持続可能な社会へ

家庭用太陽光発電
蓄電池･V2H等

事業者用太陽光発電

里山林の再生

都市・
里地

自然豊かな

里山
バイオマス

エネルギー利用

バイオマスエネルギー創出・供給

自家消費・売電

バイオマスボイラー

進める脱炭素・巡る資源・育む自然

健全な里山林

バイオマス
の燃料化

市町 県

地域経済循環



Hyogo Prefecture

西谷

ステップアップ支援事業で実施すること
6

SU支援事業を活用し、市町と連携しながら令和７年度事業化を目指す

●エネルギーの地産地消の促進
・木質バイオマス(熱供給)の

利活用の検討

・その他バイオマスの利活用
の検討

● 木質バイオマスボイラー等
導入評価シートの構築

●住宅用の導入方法の検討
・共同購入事業による太陽光

導入推進等

● 非住宅用太陽光の導入
・共同調達による太陽光導入

推進等

● 国の重点対策加速化事業を
活用した太陽光発電設備導入
支援方策検討



Hyogo Prefecture
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太陽光発電部会



Hyogo Prefecture

R7年度事業化

【調査・分析】
・事業スキーム・事業採算性の検討、事例調査

【検討】
・兵庫県と各市町での太陽光発電導入手法に係る
意見交換

・県・市町の役割分担の検討

◊実施スケジュール

◊部会内容
共同購入事業 重点対策加速化事業活用

【調査・分析】
・事業実施業者連携した事業の具体化
・事例調査

【検討】
・事業実施業者による共同購入方法・事務手続き
の説明

・共同購入未参加の市町等への希望調査
・参加希望を踏まえた実施方法の検討
・共同購入事業の県・市町の役割の説明

太陽光発電部会
8



Hyogo Prefecture

太陽光発電の導入拡大に向けた兵庫県のこれまでの取組

グリーンエネルギー基金発足

グリーンエネルギー基金県民発

電所設置開始 県太陽光補助開始

県太陽光補助終了

国太陽光補助開始

県太陽光補助開始

FIT制度開始

県太陽光補助終了

企業庁メガソーラー設置開始

県施設の屋上を活用した太陽

光発電実証

エコひょうご尼崎発電所設置

（約10MW）

国太陽光補助終了

地域創生!再エネ発掘プロジェ

クト開始

県太陽光補助開始

PPA方式による県有施設への

太陽光発電設置

脱炭素経営スクール開校
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Hyogo Prefecture

住宅用太陽光発電設備導入の推移
（FIT価格と導入量の関係）
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Hyogo Prefecture

非住宅用太陽光発電設備導入の推移
（FIT価格と導入量の関係）
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Hyogo Prefecture

太陽光発電設備導入の課題と取組
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課 題 課題解決へのアプローチ
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Hyogo Prefecture

◊実施スケジュール

住宅用太陽光共同購入に係る兵庫県方針（案）

◊加入市町の状況
R3～ 伊丹市（～R7）・神戸市（～R5)
【以下の市町は伊丹市の協定に追加締結するとともに、全加入市町と締結】
R4～ 芦屋市・尼崎市・猪名川町・川西市・三田市・宝塚市・西宮市
R5～ 明石市
R6～ 加古川市・高砂市・稲美町・播磨町（神戸市再締結R6～R7)

※新温泉町は、鳥取市鳥取県若桜町と別途太陽光共同購入事業を開始

・令和8年度から兵庫県においてプロポーザルを実施し、参加市町とともに県下での太陽光
導入拡大を図る

・令和7年度は現協定が継続しているため、伊丹市の協定への追加加入に係る市町への意向
確認及び調整を県が行う

13



Hyogo Prefecture

◊実施スケジュール

◊加入市町の状況

非住宅用太陽光共同調達に係る兵庫県方針（案）

R５～ 伊丹市
（再エネ電力・非化石証書と併せてプロポーザルにより事業者決定・協定締結）

・令和７年度分から兵庫県においてプロポーザルを実施し、参加市町とともに県下での
非住宅用太陽光導入拡大を図る

・県内では現在伊丹市のみ実施

14



Hyogo Prefecture

重点対策加速化事業を活用した取組方針（案） 15



Hyogo Prefecture

本日参加の皆様にお願いしたいこと 16
本日の意見交換においては、事前に提出していただいた市町の意見に加え、
講義等を聞いて感じた個人の意見・アイデアも是非お話ください

講義や意見交換を通じて感じた生の意見を、職場の皆様に資料だけでなく、
口頭でも共有し、是非職場で意見交換ください
○市町の事業に係る意見・アイデア ⇒次年度事業構築に活用
○兵庫県と関連する事業に対する意見・アイデア ⇒３へ盛り込み

兵庫県から、明日（13日）照会文書を各市町に送信
意向・意見をご回答ください
○住宅用太陽光共同購入に係る意向・意見
○非住宅用太陽光共同調達に係る意向・意見
○重点対策加速化事業を活用した取組方針に係る意向・意見



Hyogo Prefecture

17
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Hyogo Prefecture

ひょうごグリーンエネルギー・ブルーカーボン基金

「兵庫県地球温暖化防止活動推進センター（公益財
団法人ひょうご環境創造協会）」では、地球温暖化
防止を図るため基金を設け、県民・事業者の皆様か
らいただいた寄付金や拠出金及びひょうごカーボ
ン・オフセットで集まった募金で、温暖化対策地域
貢献事業実施。

 基金活用用途
Ⅰ 太陽光発電等の再エネ施設の設置
Ⅱ 県立ふるさとの森公園等での森林保全・創造活
動
Ⅲ 瀬戸内海での浅場造成による海藻類の再生など

 県民発電施設
・太陽光発電施設:16箇所(現在13箇所で稼働）
・小型風力発電施設:４箇所

平成22年度から県環境保全基金により淡路市が設
置した「淡路市メガワットソーラー集積施設」も県
民発電施設に位置付け

引用: (公財)ひょうご環境創造協会

18



Hyogo Prefecture

県施設の屋上を活用した太陽光発電実証事業

(公財)ひょうご環境創造協会では、建物の屋上(陸屋根)を活用した太
陽電発電を行う際の設置コスト、防水機能への影響、安全性確保などの
課題に関する知見やノウハウを得る目的で、兵庫県施設において売電事
業までを含めた太陽光発電実証事業を展開

 目的・概要
・ 設置コスト、防水機能への影響、安全性確保などが課題
・ 屋上防水シートを破らない安価で安全な工法について、プロポーザ

ル方式の実証事業を実施
・ ビル・マンション等の相談業務等に成果を活用
・ 事業実施期間20年

県立ひょうごこころの
医療センター県立三木北高等学校施設

神戸市北区山田町三木市志染町所在地

11４．６kW
（多結晶シリコンパネル 245W×468

枚）

10１．２kW
（多結晶シリコンパネル

240W×422枚）
発電容量

平成25年9月20日平成25年7月23日売電開始

(公財)ひょうご環境創造協会では、建物の屋上(陸屋根)を活用した太
陽電発電を行う際の設置コスト、防水機能への影響、安全性確保などの
課題に関する知見やノウハウを得る目的で、兵庫県施設において売電事
業までを含めた太陽光発電実証事業を展開

 目的・概要
・ 設置コスト、防水機能への影響、安全性確保などが課題
・ 屋上防水シートを破らない安価で安全な工法について、プロポーザ

ル方式の実証事業を実施
・ ビル・マンション等の相談業務等に成果を活用
・ 事業実施期間20年

三木北高等学校パネル修理の様子
引用: (公財)ひょうご環境創造協会
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Hyogo Prefecture

地域資源を活用した再エネ導入支援

● ひょうご再エネ導入加速化プロジェクト
地域再エネワークショップを開催し、再エネ導入の必要性の理解

を促進するとともに、再エネ導入支援アドバイザーの派遣により、
事業実施までの地元調整やシステム設計等を支援。

〔R3年度〕西播磨地域（地域小水力を知ろう、語ろう）
〔R4年度〕丹波地域（木質バイオマスの活用について）

● 地域創生!再エネ発掘プロジェクト
地域の活性化にも大きな期待が持てる地域資源を活かした再エネ

の導入を検討する地域団体等の事業立ち上げ時の取組等を支援。

(1)立ち上げ時の取組支援
補助対象経費 勉強会、現地調査、先進地視察等の経費
補助上限額 30万円（定額）

(2)基本調査等補助
補助対象経費 事業性評価に必要な調査等の経費
補助上限額 500万円（補助率 1/2）

(3)無利子貸付事業
貸付対象 小水力発電、小型バイオマス発電、小型風力発電、

バイオマス熱供給（熱電併給含む）、太陽光発電
（先進モデルに限る）

貸付限度額 3,000万円（太陽光）、5,000万円（太陽光以外）
貸付期間 20年以内
貸付利息 無利子

専門家による現地調査
［小水力発電］

20



Hyogo Prefecture

エコひょうご尼崎発電所（太陽光発電事業）

尼崎沖フェニックス事業用地管理型区画において、兵庫県か
ら土地を借り受けてひょうご環境創造協会が実施。 再生可能
エネルギーの創出に貢献するとともに、再生可能エネルギー固
定価格買取制度を活用して生じた利益は公益事業等に活用。

約15.1ha面積

モジュール出力9,866kW
ＰＣＳ出力8,000kW（500kW×16台）発電書規模

1,300万kWh予定年間発電量

3列×5段×2,684組構成

10度パネル

平成26年12月1日運転開始

引用: (公財)ひょうご環境創造協会
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Hyogo Prefecture

企業庁メガソーラープロジェクト

水道用水供給事業、工業用水道事業が保有する資産（ダム、土
地）や、地域整備事業が保有する当面分譲が見込めない用地の暫定
的利用として、太陽光発電施設を整備し売電

発電出力設置面積所在地事業箇所番号

6,530kW8.6ha三田市学園1丁目三田カルチャータウン1
1,180kW1.5ha姫路市網干区網干浜網干沖地区2

4,990kW3.2ha姫路市豊富町神谷神谷ダム堤体法面3

1,780kW1.7ha姫路市豊富町神谷神谷ダム土取場4

1,590kW1.7ha加古川市八幡町中西条中西条地区5

1,610kW1.6ha加古川市平荘町池尻平荘ダム堤体法面6

1,760kW1.9ha加古川市平荘町上原権現ダム堤体法面7

550kW0.8ha加古川市平荘町養老養老ポンプ場8

5,000kW6.0haたつの市新宮町光都2丁目
播磨科学公園都市9 2,000kW2.2haたつの市新宮町光都3丁目

610kW0.7ha赤穂郡上郡町光都3丁目

2,000kW2.5ha淡路市佐野新島佐野地区10

29,600kW32.4ha計

権現ダム太陽光発電所
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Hyogo Prefecture

PPA方式による県施設での太陽光発電設備導入事業 23
初期投資不要のPPA方式の普及促進を図るため、令和４年度より県７施設の太陽光発電設備導入に取り組み、
再生可能エネルギーの導入を加速化。
●事業主体 ひょうご環境エネルギー合同会社

※ (公財)ひょうご環境創造協会、SMFLみらいパートナーズ(株)、シン・エナジー(株)の３社が出資
●実施期間 20年間

設備設置CO2削減量
（t-CO2/年）

想定年間発電量
(kWh/年)

定格出力
(kW)

設置場所及び
設備形態所在地施設名称

R5.358133,24099カーポート三木市①広域防災センター

R5.8143329,064217カーポート・屋根加西市②農林水産技術総合センター

R5.772165,59990カーポート・屋根南あわじ市③淡路農業技術センター

R4.122045,09625屋根丹波市④森林動物研究センター

R5.12168387,945300カーポート丹波市⑤丹波医療センター

R5.12456,29230屋根加東市⑥教育研修所

R5.869158,451100カーポート・屋根姫路市⑦姫路警察署

－5541,275,687861－－合計

①広域防災センターカーポート型 ④森林動物研究センター屋根置き ⑥教育研修所屋根置き

※1 関西電力排出係数
(R4年度実績)を使用

※2 一般家庭192世帯分
杉の木39,571本分



Hyogo Prefecture

PPA方式による中小事業者への再エネ導入の促進

 再エネ導入目標100億kWh（2030年度）を達成するためには、今後、約222万kW（住宅用26万kW、
非住宅用196万kW）の太陽光発電導入が必要。

 中小事業者による再エネの導入を促進するため、PPA又はリースによる自家消費型（蓄電池との併
設）の太陽光発電の設置を加速化し、都市部への再エネの誘導を進める。

ストレージパリティの達成に向けた
太陽光発電設備等の価格低減促進事業「持続可能な兵庫づくり基金｣活用事業

区分

PPA方式等による事業者の再エネ導入支援国のｽﾄﾚｰｼﾞﾊﾟﾘﾃｨ補助金への上乗せ補助事業スキーム

PPA・リース・自己設置PPA・リース設 置 手 法

国内の事業所県内の中小事業所補 助 対 象

太陽光発電設備及び蓄電池
※蓄電池の導入必須太陽光発電設備及び蓄電池対 象 設 備

予算の範囲内太陽光発電設備３件、蓄電池３件補 助 件 数

・太陽光:上限2,000万円
（自己所有:4万円/kW   PPA・リース:5万円/kW)
・蓄電池:上限1,000万円（4万円/kWh）

・太陽光:上限250万円（2.5万円/kW×100kW）
・蓄電池:上限250万円（19万円×1/6）

補 助 金 額
の 内 訳

事業者 5/8国補助事業
約2/8

県補助事業
約1/8

【補助イメージ】

県補助事業 国補助事業

※太陽光（PPA・リース）100kW、蓄電池125kWh導入の場合
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Hyogo Prefecture

ひょうご版再エネ100事業

兵庫県では、温室効果ガス排出量の約７割を占める産業・業務部門において、再エネ設備の導入や再エ
ネ電力の利用を促進し、排出削減の強化が必要。

エネルギーを再エネで賄おうとする事業者の発掘・支援を行い、再エネ需要を促進、活性化し、創エネ
につなげる『ひょうご版再エネ100』を推進。

 導入方法の紹介

 事業者の登録

 導入方法の紹介

再エネ提供事業者の紹介
ひょうご版再エネ
100取組事業者
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Hyogo Prefecture

太陽光発電施設等と地域環境の調和に関
する条例の見直し（2024年３月）

１ これまでの取組と見直しの経緯

２ 規制強化（条例改正案）のポイント
(１) 防災面 ①山林での設置に対する「許可制」の導入、②事前手続の義務化（森林法、盛土規制法）

(２) 生態系 ①「自然環境との調和」を条例目的に明示、基準の整備、②事前手続の義務化（環境アセス法令）

(３) 廃棄問題 ①「廃止後の適正な措置」を事業者の責務に追加

(４) 実効性の確保 ①指導権限の強化、②罰則の強化

 太陽光条例施行（H29.7）移行、約300件の太陽光発電施設の事業計画書の届出を受理
〈H31:70件（ピーク）→ R4:23件（減少傾向）〉

 環境アセス面でも、法・条例に加え、小規模案件を対象とした県調査指針（R2.3）により対応〈10件/年程度〉

 条例施行後６年を経過し、取り巻く状況に変化
▲パネル崩落事故への不安
▲生物多様性への関心の高まり
▲パネルの廃棄問題の顕在化

 本県の条例制定以降、他県でも条例制定の動きが広まり、国においても、FIT制度の改正等で規制強化

防災・環境面を中心とした
条例改正により、全国的に
もかなり厳しい規制へ

届出制 届出制
＜許可制＞

事業区域5,000m2以上かつ
民有林で3,000m2を越える切土・盛土

立入権限［追加］

報
告
聴
取

指
導
・
助
言

勧

告

命
令[

追
加]

公

表

許可・命令に違反
【最大罰金50万円】

届出に違反
【罰金５万円】

届出に違反
【罰金５万円】

刑事罰を科
すのは本県

のみ
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